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はじめに 

「四條畷市行財政改革プラン（H19～H23）（以下、「プラン」という）」は、実質収支赤字額を抑制し、次世代に 

 

負担を先送りしない持続可能な財政構造への転換を図り、安心して住みつづけられるまちになることを目標に、平成 

 

１９年３月に策定したものです。期間中には１１７項目に及ぶ改革を掲げており、このうち６４項目は平成２０年度 

 

までに取り組みを終えたところですが、残る５３項目については前年度に引き続き、取り組みを実施していくことに 

 

なりました。 

 

平成２１年度における主な取り組みとして、定員削減や給不表適用の経過措置廃止などによる人件費の削減をはじ 

 

め、市民公益活動に関するルール等を作成、市役所窓口業務の時間延長の実施、電話催告業務等の債権回収会社への 

 

委託による滞納整理強化に向けた改革など各種の取り組みを実施しました。これらの取り組みにより効率的かつ効果 

 

的な行財政運営が実行できたとともに、前年度に引き続き、平成２１年度決算における実質収支黒字を維持すること 

 

ができました。今後も、限りある財源を効果的に配分し、組織や業務の効率化など引き続き取り組んでいきます。  

 

このたび平成２１年度のプランの取り組み状況をとりまとめましたので、市民の皆さまにお知らせいたします。 

 

四條畷市長 田 中 夏 木 
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実施年度別項目数 

 

プランに掲げる改革内容の実施年度は下表のとおりです。一部の改革内容には、複数課に及ぶものがあることから、 

 

延べ項目数は１１９項目になっています。 
 

実施年度分布表                                                

プラン策定時 合計 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

合計（項目） １１９ ８９ ２２ ７ １ ０ 

分布の割合（％） １００ ７４．８ １８．５ ５．９ ０．８ ０ 
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平成２１年度の主な取り組み実施済み項目 
 

（１）民間委託等の推進 

   ・なわてふれあい教室の運営方法の見直し 

 

（２）地域協働の推進 

   ・市民公益活動に関するルール等を作成 

 

（３）事務・事業の再編、整理、廃止、統合 

・市役所窓口業務の時間延長の実施 

 

（４）人件費の抑制 

・給不表適用の経過措置廃止の検討 

 

（５）財政構造改革 
・電話催告業務等の債権回収会社への委託による滞納整理強化                        

   

平成２１年度に取り組みを行ったが実施済みとならず、次年度以降に継続して取り組みが必要となった主な項目 
 

（１）民間委託等の推進 

・幼稚園のあり方の検討 

   ・納付通知書等発送業務の委託化の実施 

   ・公立保育所の民営化の検討 

 

（２）上下水道事業の経営健全化 

・民間委託の推進 

 

（３）地域協働の推進 

・産学官協働による地域活性化策の展開 
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・区長会のあり方の検討 

 

（４）事務・事業の再編、整理、廃止、統合 

・市有建築物保全台帳の作成と保全計画の策定 

 

（５）組織機構の見直し 

・時差勤務制度の導入 

・消防体制の充実・強化の為の広域化の検討 

 

（６）人件費の抑制 

・職種区分による給料表の導入 

・職員の職種変更制度の創設 

 

（７）人材育成の推進 

   ・役職定年制度の検討 

 ・全職員を対象とした人事評価制度の確立 

 

（８）電子自治体の推進 

   ・情報セキュリティ体制の確立 

   ・情報管理マネジメントシステムの確立 

 

（９）財政構造改革 

   ・事業系ごみ処理手数料の見直し 

・粗大ごみ処理の申込み制導入と有料化の実施 

・一般家庭ごみ処理の有料化の検討 

・各施設使用料（グリーンホール田原・学校施設・社会教育施設・公民館）の見直し 

・クレジットカード納付の検討 

・ふれあい教室利用料の見直し 

・保育所保育料の見直し 
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プランの進捗状況 
  

平成２１年度に実施する予定の５５項目中、実施済みとなった項目数は 11 項目となりました。平成２１年度に実施済みとならず次年

度へ継続実施することとなった 44 項目については、更に引き続いて取り組みが必要なものや、実施に向け引き続き検討するもののほか、

検討等の開始に時間を要しているものが含まれています。なお、部局別の進捗状況は下表のとおりです。 

 

取り組み進捗状況部局別分布表（平成２１年度末現在）                        （単位：項目） 

 
合計 

平成１９年度 

実施済み ※ 

平成２０年度 

実施済み ※ 

平成２１年度 

実施済み ※ 

平成２２年度 

継続 

平成２２年度 

予定 

行政経営室 ２６  １３（２） ２    1 9        1  

総務部 ３９  １９（２） １    7     12   

市民生活部 １３  ５（１） １           7  

健康福祉部 １０  ３    ２    1      4   

建設部 ７  ４                3  

上下水道局 ９  ４（２） ３（１）        2  

田原支所 １  １           

消防本部 １          1  

教育委員会事務局 ７  ２    １         １      3   

監査委員事務局 １  １（１）     

複数部局 ４  ２        1      1  

全部局 １          1  

合 計 １１９  ５４（８） １０（１） １1           43       １ 

 

分布の割合（％） 

 

１００  

 

45.4  

 

8.4  

9.3 

  

     36.1

  

 

      0.8

  45.4 

※（ ）内の数値は前倒し実施項目（内数）を示す。 
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プランの目標と成果 

 
① 実質収支赤字額の抑制 

これまで人件費などの内部経費の削減や事務事業の見直しによる業務改善など多岐にわたる行財政改革を地道に取り組んできた 

結果、平成 20 年度一般会計決算において、平成８年度決算以来、12 年ぶりに実質収支の黒字化を実現することができました。平

成 21 年度においても、これまでに引き続き節約を徹底するなどし、実質収支黒字を維持することができました。しかし、今後も高

齢化の進展による社会保障費の増加や、職員の大量退職に伴う退職手当の負担など、財政にとって厳しい局面が予測されますが、プ

ランに掲げた改革項目を着実に実行し、健全な財政構造の継続を図っていきます。 

                                  （単位：百万円） 

実

質

収

支 

年 度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 

目標値 △８６０ △５３１ △５２６ △８０５ △８２６ 

実績値 △３６５   １８４   ４７３ - - 

 

② 市債残高の減少（全会計） 

   本市における市債残高のピークは平成１２年度末で４６７億円ありましたが、平成２１年度末までの間に５０億円減少し、４１７

億円となりました。道路や下水道など社会基盤を整備するためには市債の発行を避けることはできませんが、市債は後年度長期に亘

り必ず返済しなければならないものであることから、市債を発行する際には費用対効果など細心の注意を払わなければなりません。

プランでは、次世代に負担を先送りしない持続可能な財政構造とするため、市債の発行を抑制し市債残高の縮減を図っていきます。 

                                 （単位：億円） 

市
債
残
高 

年 度（各年度末） 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 

目標値（全会計） ４３６ ４２４ ４０９ ３８６ ３６３ 

実績値（全会計） ４３５ ４３０ ４１７ - - 

再
掲 

目標値（一般会計） ２０８ ２０２ １９３ １７８ １６２ 

実績値（一般会計※） ２０９ ２０８ ２００ - - 
  ※土地取得特別会計を含む 
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③ 土地開発公社保有地簿価の減少 

   土地開発公社が保有するは土地の簿価総額は、平成19年度末の５２億円から２９億円減少し、平成2１年度末では２3億円となり

ました。保有土地のすべては、公有地取得事業として将来市が買い戻すことを約束して取得したものですが、事業の遅延や事業計画

の見直し、また、市の財政状況も厳しいため、これまではなかなか買戻しが進みませんでした。しかし、平成20年度に多額の特別土

地保有税が納入されたため、この財源の一部を使い、平成20年度から平成２１年度に亘って土地の買い戻しを進めました。これによ

り平成23年度までの目標値を前倒しで達成することができましたが、今後も将来負担の軽減を図るため、着実に買戻しを推進してい

きます。 

                               （単位：億円） 

保

有

地

簿

価 

年 度（各年度末） 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 

目標値 ５１ ５０ ４９ ４８ ４７ 

実績値 ５２ ３９ ２３ - - 

 

④ 総職員数の削減 

   平成18年6月施行された「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律（行政改革推進法）」は、地方公共

団体が実施する必要性の減少した事務及び事業を民間に委ねて民間活動の領域を拡大し、行政機構の整理及び合理化を推進するよう

求めています。本市では法が施行される前から、民間委託の推進をはじめ、多様な雇用形態を活用などにより、組織の整理・合理化

を進めてきました。平成２４年度には、平成１８年度の総職員数から１００人を超える削減を目標としていることから、今後も引き

続き総職員数の削減に取り組んでいきます。 

                               （単位：人） 

年 度（各年４月１日） 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 
平成 24 年 

（目標） 

総職員数 ４７２ ４４６ ４１７ ４０３ - ３８３ 

対１８年削減数 １４ ４０ ６９ ８３ - １０３ 

 

 



  

8 

各欄の説明（「四條畷市行財政改革プラン取り組み変遷表」参照） 

 
【通番】 

  平成１９年３月策定した「四條畷市行財政改革プラン（H19－H23）」に掲げた改革内容の通し番号です。 

 

【平成１９年度中実施済み項目】 

  平成１９年度中に実施された改革内容を示す。当該改革項目には、実施予定年度が平成１９年度としたものはもとより、平成２０年

度以降の改革内容を前倒しして実施した項目を含みます。 

 

【平成２０年度中実施済み項目】 

  平成２０年度中に実施された改革内容を示す。当該改革項目には、実施予定年度が平成２０年度としたものはもとより、平成１９年

度から継続して実施することになったもの、平成２１年度以降の改革内容を前倒しして実施した項目を含みます。 

 

【平成２１年度中実施済み項目】 

  平成２１年度中に実施された改革内容を示す。当該改革項目には、実施予定年度が平成２１年度としたものはもとより、平成１９年

度及び平成２０年度から継続して実施することになった項目を含みます。 

 

【平成２２年度継続実施項目】 

  平成２１年度中の取り組みにより実施の見通しが立ったものの、平成２２年度も継続した取り組みが必要と判断した項目（継続）や、

平成２１年度中に検討等の開始に時間を要した項目（停滞）などを示します。 

 

【平成２２年度実施予定項目】 

  プラン策定時点で平成２２年度に実施を予定していた改革内容を示します。 
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各欄の説明（「四條畷市行財政改革プラン改革内容一覧表」参照） 

 
この表は、プランに掲げた１１７項目のうち平成２０年度までに取り組み実施済みとなった６４項目を除く５３項目の「改革内容」を

部局別に並べたものです。一部の改革内容には、複数課に及ぶものがあることから、延べ件数は５５項目になっています。 

【通番】 

  平成１９年３月策定した「四條畷市行財政改革プラン（H19－H23）」に掲げた改革内容の通し番号。 

【改革内容】 

  行財政改革プランに掲げた具体的な改革内容を示す。 

【概要】 

  行財政改革プランに掲げた改革内容の概要を示す。 

【実施予定年度】 

  改革内容の実施（取り組み）年度を示す。 

【部局・課等】 

  改革内容の実施主体を示す。 

【取り組み状況】 

 （区分） 

  ５段階（「実施済み」、「内容変更」、「継続中」、「検討中」、「停滞」）に分類し、取り組みの進捗状況を示す。 

 （内容）  

取り組みの概要を示す。 

【進捗管理指標】（参考） 

 改革内容の実施により、取り組みによる効果が数値等に表れるものを参考として掲載している。 
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市の財政状況（一般会計） 
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市の借金である市債は、平成１３年度以降に地方交付税制度の見直しにより、地方

交付税の減額分を地方公共団体が自ら借金をして補てんすることとなり、臨時財政対

策債（赤字地方債）を発行してきたため平成１６・１７年度で市債残高がピークとなりま

した。しかし、近年は、以前として臨時財政対策債の発行は続いているものの、普通建

設事業に伴う建設地方債の発行抑制により市債残高は少しずつではありますが減少

してきています。             

 今後も市債残高を着実に減少させていくため、元金返済額以上の借入は行わない

財政運営を心掛けていく必要があります。 

 

経常収支比率は、市においては７５％程度が理想とされていますが、本市の場

合、平成１９年度までは毎年１００％を超える非常に高い比率となっていました。しか

し、平成２０年度に限っては、２５億円余りもの多額な特別土地保有税が一時的に納

入され、市税収入が大きく増加したことにより８１．１％となりましたが、この要素を除

いた場合での経常収支比率は９９．６％となります。平成２１年度では、再び１００％を

超える水準となり、財政構造の根本的な改善はなかなか進んでいません。          

経常収支比率が１００％を超す状態は、市税などの経常的な収入で人件費などの

経常的な支出を賄うことができない状況にあり、新しい施策に財源を使えないだけで

なく、現行の施策を維持することすら困難な状況にあるといえます。 

※府内平均は大阪市・堺市を除き、全国平均は大都市を含み特別区を除く。         

※Ｈ21の全国平均は、現在未公表につき掲載していません。 
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 歳入の根幹である市税は、長引く景気の低迷や減税制度等の影響を受け減少傾

向が続いていましたが、平成１９年度は三位一体改革により国から地方への税源移

譲が実施されたことなどにより前年度から６億円増加し、平成２０年度は２５億円３千

万円余りの特別土地保有税が納入されたため、さらに前年度から２６億円余り増加し

ました。しかし、平成２１年度は特別土地保有税が前年度に限っての納入であったこ

と、景気後退による法人税の落ち込みなどにより前年度から２７億円を超える減収と

なりました。 

 地方交付税は、歳入の２０％弱を占める貴重な財源ですが、国の地方交付税の縮

減措置により減少傾向にありましたが、平成２０年度以降は地方再生のために必要な

経費が上乗せ措置されたことなどにより若干増加に転じています。 

 本市のように地方交付税に頼る割合の高い地方公共団体は、地方交付税の動向に

よっては、財政に大きな影響を与える要因になります。よって、今後も国に地方交付

税の充実・確保を図るよう要望を行っていきます。  

 

義務的経費とは、その支出が義務付けられ、任意に削減できない経費をいいま

す。義務的経費は、人件費、生活保護費や医療費助成などの扶助費、借金の返済

にあてられる公債費からなり、平成２１年度決算では歳出の半分を占めています。こ

のうち、人件費は、退職手当の多寡によって前年度から増加している年もあります

が、職員数削減の効果などにより退職手当を除けば毎年減少しています。扶助費

は、生活保護費や少子・高齢化社会に対応するための各経費の伸びにより増加して

います。また、公債費は、普通建設事業費の抑制によって市債の発行を抑えている

ものの、臨時財政対策債や退職手当債の発行により借換債を除いた公債費では増

加しています。 
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人件費総額は、退職手当の多寡によって前年度から増加している年もあります

が、職員給は、職員数の削減や各種手当のカットなどによる効果により年々減少して

います。  

 人件費の抑制は、行財政改革の大きな柱となっているため、今後も引き続き、職員

数の削減などの行財政改革プランに掲げた取り組みを行っていきます。しかし、職員

数の削減も限界域に近づいてきているため、今後は、人件費以外の経費についても

事務事業の見直しなどにより節減していく必要があります。 

 

普通建設事業費は、道路や学校など社会資本を整備するための経費で、将来に市

の資産として残るものに支出される経費です。国から補助金を受けて行う補助事業

と、市が単独で行う単独事業などがあります。 

平成１６年度は消防本部庁舎耐震改修工事や市役所駐車場用地の購入などの大

きな事業が重なったため多額の事業費となりましたが、それ以降は事業費を極力抑え

ています。 

 しかし、平成２０年度以降は土地開発公社の経営健全化を進めていくため、平成２０

年度には８億６千万円余り、平成２１年度には１７億１千万円余りの公社保有地の買戻

しを行ったため大きく増加しました。  

 今後も、厳しい財政状況が続きますが、土地開発公社の経営健全化を着実に進め

ていくとともに、社会資本の整備については中長期的な視点に立って進めて行く必要

があります。 
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基金残高は、市税や地方交付税の減収など収支の不足に対応するため取崩しを行

っているため、平成１４年度末の１８億７，０００万円から減少傾向にありました。しか

し、平成２０年度では、２８億１，８００万円もの特別土地保有税（延滞金含む）が臨時

的に納入され、これを当該年度と翌年度にかけて土地開発公社保有土地の買戻しを

進める財源とするため、特別土地保有税の一部を含む 1６億円余りを一旦財政調整

基金へ積み立てたため、当該年度末基金残高では３４億４，２００万円と大幅に増加

しました。 

 平成２１年度では、土地開発公社保有土地の買戻しのため財政調整基金から１６

億円余り取崩したため、前年度末から１５億２，２００万円減の１９億２，０００万円とな

りました。  

 また、基金を一般会計に繰り入れて運用しています。これは、財源不足額を賄うた

め基金から一時的に現金を借入するものです。財政が逼迫する中、市民サービスを

維持していくための必要な措置として平成１４年度から実施してきました。平成２１年

度末で８億２，１００万円の借入を行っているため、基金借入額を除いた実質的な基

金残高は平成２１年度末で１０億９，９００万円となりました。 
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健全化判断比率等の公表 
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健全化判断比率等の公表 

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく健全化判断比率等を公表します。     

この法律では、毎年度、健全化判断比率及び資金丌足比率を算定し、監査委員の審査に付した上、議会へ報告するとともに住民のみ 

なさんに公表することが義務付けられました。当該比率に応じて、財政の早期健全化、財政の再生並びに公営企業の経営の健全化に必

要な行財政上の措置を講ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的としています。 

 公表するのは、①実質赤字比率、②連結実質赤字比率、③実質公債費比率、④将来負担比率の４指標（以下「健全化判断比率」とい

います。）と⑤資金丌足比率です。 

 健全化判断比率のうち１つでも早期健全化基準以上となった場合は財政健全化計画を、また、資金丌足比率が経営健全化基準以上と

なった場合は経営健全化計画を作成し、議会の議決を経たうえで健全化を進めていく必要があります。 

平成２１年度決算に基づき算定された四條畷市の健全化判断比率及び資金丌足比率は、下表のとおりであり、全て基準を下回る結果

となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 実質赤字額及び連結実質赤字額がないため「－」で表示し、参考に黒字の比率を（△）で示しています。 

※２ 連結実質赤字比率の財政再生基準は、３年間の経過措置があります。（市町村は H20 年度決算４０％→H21 年度決算４０％→

H22 年度決算３５％）。 

※３ 将来負担比率については、早期健全化基準のみとなります。 

≪健全化判断比率≫    

指  標 四條畷市 早期健全化基準 財政再生基準 

実質赤字比率 
-  

   （△4.31%） 
13.19%  20.00%  

連結実質赤字比率 
-  

18.19%  40.00%  
 （△13.25％） 

実質公債費比率 11.0%  25.0%  35.0%  

将来負担比率 116.９%  350.0%   --- 
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≪資金丌足比率≫    

特別会計 四條畷市 経営健全化基準 

水道事業会計 
- 

20.00% 
（△64.82％） 

公共下水道事業特別会計 
- 

 （△11.89％） 

※１ 資金丌足比率がないため「－」で表示し、参考に資金剰余の比率を（△）で示しています。 
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